
保育所・認定こども園 [保育園籍 ]

幼稚園・認定こども園 [幼稚園籍 ]

無償化により0円

認定された基本的な保育時間(　　　　　　　)短時間   8:30～16:30
標準時間7:30～18:30 延長保育(19:00まで)

保護者負担
(200～300円)

無償化により0円

定められた基本的な教育・保育時間(　　　　　　　)公立 8:30 ～14:00
私立 8:30 ～14:30

公立 14:00 ～18:00
私立 14:30 ～16:30預かり保育(　 　　　　　　　　)

保護者負担
（1,000円)

保育料・給食費の完全無償化
＼令和 8 年 4 月からスタート！／

小豆島町では、子育て世帯の経済的な負担軽減をはかるため、令和 8年 4月 1日から、 
 　町独自の取り組みとして０～２歳児の保育所・認定こども園保育料と、3～5歳児の
幼稚園・保育所・認定こども園給食費を完全無償化　します。
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保護者の「保育を必要とする理由」に
基づき認定された基本的な保育時間

上記の基本的な保育時間を
超過して保育した時間

（上限 40,000 円）
※給食費は保育料に含む

（1回 200～300 円）
延長保育料

（1回 200～300 円）
延長保育料

保育所・認定こども園

保育料 保育所・認定こども園

保育料

0～2歳児クラス
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（1回 200～300 円）
延長保育料

保育所・認定こども園
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給食費
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（令和元年 10 月から無償化）

（1回 200～300 円）
延長保育料

（5,100～6,000 円）
給食費

保育所・認定こども園
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3～5歳児クラス
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（令和元年 10 月から無償化）

（日額1,000円 /無償化対象者は日額450円の補助あり）
預かり保育料

（約 5,100～5,700 円）
給食費

幼稚園保育料
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預かり保育料
（日額1,000円 /無償化対象者は日額450円の補助あり）

幼稚園保育料

給食費

無 

償

こ れ ま で 4 月 か ら

認定された基本的な保育時間に基づいて徴収していた保育料（給食費を含む）
が無償化されます。

令和元年 10月からの幼児教育・保育の無償化により、保育料はすでに無償
化されています。今回新たに給食費を無償化します。

令和元年 10月からの幼児教育・保育無償化により、保育料は無償化されています。
今回、新たに給食費を無償化します。

上記の基本的な教育・保育時間を
超過して保育した時間

幼稚園規則等に基づき定められた
基本的な教育・保育時間

主食費 ( ご飯・パン等）：500～1,000 円
副食費（おかず）：4,600～5,000 円(

主食費 ( ご飯・パン等）：500 程度～700 円
副食費（おかず）：4,600 程度～5,000 円(

保育料・給食費の完全無償化
【対象者】小豆島町に住所を有する０～5 歳児のお子さま

0～2歳児クラス

全ての園児全ての園児

3～5歳児クラス

※小豆島中央病院内保育所あずきっこ、認可外保育所（くさかべ保育園）、広域利用 ( 町外の施設を利用 ) のお子さまも対象となります。

手続きなどは不要です。ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
問 い 合 わ せ 先 ： 小 豆 島 町 こ ど も 教 育 課  ☎  0 8 7 9 - 8 2 - 7 0 1 4

1日の保育料のイメージ
●保育所・認定こども園 [保育園籍]

●幼稚園・認定こども園 [幼稚園籍]

※認可外保育所 (くさかべ保育園 ) に通う場合、基本的な保育料の一部を補助します（上限 20,000 円）。
　無償化の範囲は、保育所・認定こども園 [ 保育園籍 ] に準じます。
※一時預かり・こども誰でも通園制度は対象外となります。

無償化対象者は
450 円の補助あり

無償化する保育料を 1日あたりの保育に落とし込んだイメージ図です。
給食費は土曜保育や長期休業期間中も全て無償となります。

※国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。


